
 公立大学法人九州歯科大学動物実験計画の承認・実施及び報告等に関する細則 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、公立大学法人九州歯科大学動物実験規程（平成１９年法人規程

第１号、以下「規程」という。）第９条に基づき、動物実験計画の立案、審査及び

動物実験報告等の実施に関して必要な事項を定める。 

 

（用語） 

第２条 この規則による用語の意義は、規程で使用する用語の例による。 

 

（動物実験計画の立案） 

第３条 動物実験責任者は、次に掲げる事項を記載した動物実験計画書（様式第１

号）を学長に提出しなければならない。 

（１）研究題目 

（２）実験計画の種類 

（３）研究目的 

（４）共同研究者がいるときは、その氏名、分野名及び連絡先 

（５）実験期間 

（６）使用動物種 

（７）動物に加える処置の内容 

（８）飼育場所及び実験室 

（９）動物福祉に係る事項 

（１０）動物へ危険物を使用する場合は、その内容 

（１１）その他の必要事項 

 

（動物実験計画の審査） 

第４条 学長は、動物実験責任者から動物実験計画書を受理したときは、動物実験委

員会に審査を付議しなければならない。 

２ 動物実験委員会は、前項の計画書を受理したときは、審査して動物実験計画書審

査結果報告書（様式第２号）を学長に交付するものとする。 

３ 学長は、前項の報告書を受理したときは、当該報告書により動物実験計画承認の

可否を決定のうえ動物実験承認（不承認）通知書（様式第３号）を動物実験責任者

に交付するものとする。 

 

（動物実験責任者） 

第５条 動物実験責任者は、前条第３項による承認を受けた後に実験を行わなければ

ならない。 

２ 動物実験責任者は、第３条（１）から（１１）に掲げる事項を変更する場合、又

は前条第３項の通知を受けた日の翌日から起算して２年を経過したものは、同一の実



験を行う場合であっても、第１号様式を学長に提出しなければならない。 

３ 動物実験責任者は、前項以外の軽微な変更等を行うときは、動物実験計画変更願

（様式第４号）を学長に提出しなければならない。 

４ 動物実験責任者が変更になったときは、様式第１号を学長に提出しなければなら

ない。 

５ 前３項の届出書等の審査においては、第４条を準用する。 

６ 動物実験責任者は、動物実験が終了又は中止したときは、遅滞なく動物実験結果

報告書（様式第５号）を学長に提出しなければならない。 

 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、動物実験委員会が別に定めるも

のとする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この規則は、平成２１年１２月１日より施行する。 


